
自動車に関しての相談！ 
（ここでは主に事故等の相談を受けています、それ以外でもお気軽に・・・） 

 

氏 名  

連絡先 ℡ 

 

相談内容 

私の車両 
ﾒｰｶｰ        ﾍﾟｯﾄﾈｰﾑ 

相手の車両 
ﾒｰｶｰ        ﾍﾟｯﾄﾈｰﾑ 

原因 車対車 物体の飛来 その他(                   ) 

証明の対象と 

査定費用の目安 

(出張は別途) 

１． 私の車両・・・小型乗用 3000cc 未満(\6,825)、軽自動車(\5,250) 

２． 相手の車両・・・    〃        、     〃 

３． 双方の車両・・・ (２台分) 

【上記査定料については協会に問い合わせてください。】 

証明の種類 

１． 査定価格証明(事故前または事故後の車両の価値) 

２． 事故減価額証明(事故による減価額) 

３． 推定価格証明(既に廃車済みで車両が存在しない場合など) 

４． 知人に車両を売りたい（知人から車両を買いたい） 

相談内容（大まかに） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(財)日本自動車査定協会島根県支所 Fax ０８５２－３７－００３５ 

                 Tel ０８５２－３７－０４１４ 

 

注 相談までの費用は無料ですが、査定及び出張には査定依頼時に前払いで頂きます。 


